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官民連携事業の推進のための地方ブロックプラットフォーム 

「サウンディング」 

案件登録様式 

 

■ 記入票    

項目 記入欄 

１．サウンディング情報  

① 団体名 大阪市経済戦略局文化部文化課 

② 事業名 旧桜宮公会堂・泉布観及び周辺園地保存・活用事業（仮） 

③本事業の現在の検討ス

テージ 

※該当する番号に○（いずれか

一つ） 

 

1.事業発案 

2.事業化検討 

3.事業者選定 

4.その他（                     ） 

 

③ サウンディングの目的 旧桜宮公会堂は、正面玄関が国の重要文化財に指定されている

歴史的建造物である。また、隣接する泉布観は大阪 古の洋風建

築物であり、国の重要文化財に指定されており、両施設が含まれ

る周辺園地（以下「泉布観地区」という。）は、国指定の史跡であ

る。 

旧桜宮公会堂は既に民間活用されており、休日はブライダル事

業、平日はレストラン・貸会場・イベント事業が運営されている。 

泉布観は、大阪市が直接維持管理しており、老朽化等の問題で

一般公開を年 1 回に限っている状況だが、今後、常時利用可能な

施設とするため、保存活用計画の策定、耐震改修工事等を実施し

ていくことを検討している。 

本事業は、施設の歴史的・文化的な価値を維持するとともに、

利用者に憩いと潤いをもたらす公園施設として有効活用すること

を目的としており、既に活用している旧桜宮公会堂及び周辺園地

と併せて、泉布観も活用することを検討している。 

利用者は市民のみならず、大阪を訪れる観光客等を想定してお

り、本事業の目的達成に向け、優れたサービス等について検討す

るにあたり、民間事業者が有する柔軟なアイデアを取り入れたい

と考え、サウンディングを実施するものである。 

現在、泉布観及び旧桜宮公会堂の延床面積については決まって

いるが、泉布観及び旧桜宮公会堂並びに泉布観地区全体のあり方

については、サウンディング等を踏まえ決定する予定である。 

⑤民間事業者に対する質

問事項 

歴史魅力あふれる整備・運営を実現するため、「泉布観（単体）」

及び「旧桜宮公会堂（単体）」並びに「旧桜宮公会堂・泉布観を含

む泉布観地区全体」に関する、整備事業及びソフト事業について、

民間事業者の方の優れたアイデアやノウハウにあふれたご提案を

いただきたい。文化財建造物の活用として多く見られる事例は、
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ミュージアム、飲食事業、ブライダル事業、宿泊事業などである

が、適していると考えられる事業は何か、また、他にも活用でき

得る事業があればご教示いただきたい。 

また、官民連携手法としてどのような手法が想定され得るか、

また、どの手法が適しているかについてご提案いただきたい。あ

わせて、設計・施工・運営を一体的に実施した場合と個別に実施

した場合の事業期間や全体事業費についてどのような違いが出そ

うか意見をいただきたい。 

加えて、ご教示いただいた事業の運営にかかる資金計画につい

てもご提案をいただきたい。 

 

⑥対話を希望する業種 

※該当する番号に○（複数可） 

 

1.設計    2.建設    3.不動産     

4.金融機関    5.維持管理    6.コンサルタント    

7.運営（                      ） 

8.その他（                      ） 

⑦対話を希望する事業者

の事業展開エリア 

※該当する番号に○（複数可） 

1.全国展開している事業者   2.当該エリア外の事業者  

3.地元事業者      4.その他（          ） 

２．事業概要  

（１）基本情報  

①事業の分野 

※該当する番号に○（複数可） 

１.公有財産利活用 ２.都市公園 ３.観光施設  

４.教育・文化関連施設 ５.賃貸住宅・宿舎等  

６.廃棄物処理施設・斎場  

７.インフラ施設（                   ） 

８.その他（                      ） 

②事業の種類 

※該当する番号に○（複数可） 

1.新設    2.建替え    3.改修   4.維持管理・運営 

5.その他（             ） 

③想定する事業類型 

※該当する番号に○（複数可） 

1.サービス購入型   2. 収益型   3.混合型 

4.その他（             ） 

④想定する事業の手法 

※該当する番号に○（複数可） 

※PFI 事業方式（BTO、RO 等）

が具体に決まっている場合、

「1.PFI 事業」の（）内に記載

ください。 

１.PFI 事業（   ）方式 ２.DBO 方式 

３.包括的民間委託 ４.指定管理者制度  

５.コンセッション 6.Park-PFI  

7.土地の賃貸借 、８.建物の賃貸借  

９.その他（  協定締結  ）※詳細は添付資料参照 

⑤事業内容 

※事業の内容を簡潔にご記入

下さい 

泉布観及び旧桜宮公会堂並びに泉布観地区の文化財としての価値

を活かしつつ、魅力あふれる整備・運営を実現する。 

⑥現状及び課題 現存する大阪 古の洋風建築であり、国指定の重要文化財であ

る泉布観（明治 4 年落成）は、隣接する重要文化財・旧桜宮公会

堂とともに毛馬桜ノ宮公園内「泉布観地区」に在るが、老朽化等
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の問題で活用できておらず、来訪者も限られている状況である。 

 今後、常時利用可能な施設とするため、保存活用計画の策定、

耐震改修工事等を実施する必要がある。 

⑦前提条件 

※事業化にあたって事業者に

考慮してほしい事項等を簡

潔にご記入ください 

利用者のターゲット：市民、観光客等 

施設の所有形態：大阪市所有 

保存の基本方針：貴重な文化財としての価値を維持するよう適切

に保存していく。 

活用の基本方針：①歴史・文化を体感できる施設②利用者に潤い

と憩いをもたらす公園施設 

⑧事業スケジュール（予

定） 

令和９年度 基本設計、令和 10 年度 実施設計、令和 11～14 年

度 工事、令和 15 年度～ 民間活用 

（２）対象地  

①所在地（交通情報含む） 大阪市北区天満橋１丁目１番１号 

（交通情報） 

JR 東西線「大阪天満宮」駅 1 号出口東へ約 800m 

東西線「大阪城北詰」駅 3 号出口北西へ約 800m 

大阪環状線「桜ノ宮」駅西口南西へ約 1km 

Osaka Metro「南森町」駅 3 号出口東へ約 1km 

Osaka Metro・京阪電車「天満橋」駅 1 号・2 号出口北東へ約

1km 

大阪シティバス「桜の宮橋」バス停すぐ 

大阪水上バス OAP 港より南へ約 300m 

②敷地面積 泉布観地区：約 6,113 ㎡ 

泉布観：建築面積 543m²（１階 537 ㎡、２階 541 ㎡） 

旧桜宮公会堂：建築面積 429.14 ㎡（地階 66.15 ㎡、１階 

404.07 ㎡、中２階 76.18 ㎡、２階 381.26 ㎡） 

③土地利用上の制約 国指定史跡（旧造幣寮） 

④所有者 大阪市 

⑤周辺施設等 1km 圏内に、中学校、造幣局本局・博物館、帝国ホテルが立地 

⑥対象地周辺の環境 大阪市毛馬桜宮公園内 

⑦その他 

(上記項目以外の情報、特徴、

留意すべきこと等） 

周辺の観光施設として、大阪城、大阪歴史博物館、難波宮跡公園

などがある（いずれも 2.5km 圏内）。 

 

■ 添付資料 

 泉布観地区写真 

 泉布観パンフレット 

 旧桜宮公会堂保存及び周辺園地 活用事業者 募集要項（令和４年３月） 

 


